
成
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に
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て
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一

　
〔
要
約
〕
　
中
国
の
歴
朝
に
お
い
て
売
宮
の
事
例
は
枚
挙
に
逞
な
く
、
そ
の
歴
史
上
に
有
す
る
意
義
も
．
区
々
で
あ
る
が
、
そ
の
中
後
漢
書
の
霊
帝
紀
に
は
、
光

和
元
年
初
め
て
西
塔
を
開
い
て
宮
を
売
り
、
関
内
侯
よ
り
虎
貴
・
羽
林
に
い
た
る
ま
で
銭
を
入
れ
各
、
、
差
あ
り
、
開
園
に
於
て
庫
を
立
て
之
を
貯
え
た
こ
と
が

見
え
、
ま
た
薪
唐
書
の
選
挙
志
に
は
、
中
脳
の
時
掌
后
及
び
太
平
・
安
楽
公
主
等
が
事
を
用
い
、
側
門
に
於
て
墨
髭
を
降
し
、
斜
封
も
て
官
を
授
け
斜
守
宮
と

号
し
た
之
と
が
見
え
て
い
る
。
開
代
に
お
い
て
は
こ
の
二
例
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
伝
奉
官
が
あ
る
が
、
明
代
の
伝
解
官
は
成
化
の
時
代
に
始
ま
り
、
ま
た

溶
化
の
時
代
に
お
い
て
最
も
盛
で
あ
っ
た
と
茸
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
論
交
は
時
代
を
こ
こ
に
隈
っ
て
そ
の
性
格
を
究
明
し
、
併
せ
て
発
生
の
原
因
に
つ
い
て
も

考
察
を
加
え
た
の
で
あ
る
。

き

騨
　
伝
暴
官
の
定
義

　
明
代
に
お
け
る
伝
奉
警
官
の
記
事
は
憲
宗
実
録
巻
二
天
順
八
年
二

月
庚
子
の
条
に

　
臨
監
牛
玉
聖
旨
を
伝
費
し
、
司
礼
監
の
人
匠
嬬
鉦
を
工
部
文
思
院

・
副
使
に
熟
す
。

と
あ
る
を
以
て
初
見
と
す
る
が
、
こ
れ
は
明
皮
巻
一
三
憲
宗
本
紀
に

お
い
て
は

　
始
め
て
内
批
を
以
て
官
を
授
く
。

と
な
っ
て
い
る
。
内
批
と
は
外
廷
の
議
を
経
ざ
る
天
子
の
旨
意
で
あ

り
、
天
子
個
人
の
意
志
を
以
て
天
降
り
的
に
授
駕
す
る
こ
と
で
あ
る

晦
・
そ
の
際
天
子
の
側
近
に
い
る
薯
が
之
を
と
名
ぐ
の
が
伝
奉

　
　
②

で
あ
る
。
但
し
実
際
に
は
寧
ろ
宣
誓
自
身
の
意
志
が
天
子
の
そ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

仮
託
せ
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
　
「
伝
奉
官
」
の
字
義
の
通
り
に
解
釈

す
れ
ば
叙
上
の
如
く
で
あ
る
が
、
閣
代
史
上
の
い
わ
ゆ
る
伝
奉
宜
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

る
も
の
は
此
の
上
に
更
に
一
定
の
制
約
が
加
わ
っ
た
も
の
で
、
諸
書
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に
記
載
す
る
そ
の
定
義
は
必
ず
し
も
一
様
で
な
い
が
、
今
一
二
そ
の

代
表
的
な
も
の
を
示
せ
ば
、
黄
鍮
（
宜
徳
元
i
弘
治
一
〇
）
の
壁
椀
歳

紗
巻
九
に
は

　
太
監
梁
芳
淫
巧
を
進
め
て
以
て
上
の
心
を
蕩
わ
し
、
磁
歪
を
収
着

　
し
方
術
を
引
詳
し
異
書
を
録
呈
す
る
を
以
て
名
と
な
し
、
篭
り
縁

　
り
て
旨
を
伝
え
官
を
論
う
Q
巳
に
官
た
る
者
は
韓
ち
海
難
を
加
う
。

儒
・
吏
・
兵
・
民
・
エ
・
覆
・
囚
・
奴
を
択
ば
ず
、
白
を
脱
し
て

　
太
常
卿
に
除
せ
ら
る
る
者
あ
る
に
至
る
。
名
づ
け
て
伝
奉
官
と
日

　
う
。
多
き
こ
と
数
千
人
に
至
る
。
而
し
て
黒
道
・
楽
エ
の
其
の
憐

．
を
題
ゆ
る
者
ま
た
数
う
る
に
足
ら
ず
。

と
あ
り
、
業
容
（
正
統
元
i
弘
治
七
）
の
萩
園
雑
記
巻
九
に
は

　
成
化
末
年
太
監
梁
芳
輩
京
師
の
富
覆
を
導
引
し
古
今
の
玩
器
を
収

　
買
し
て
進
奉
し
上
の
好
貨
の
心
を
啓
く
。
是
よ
り
倖
門
大
い
に
開

　
け
金
夫
の
子
弟
各
珍
異
を
以
て
投
献
し
進
を
求
む
。
而
し
て
無
名

　
は
乃
ち
識
見
観
に
お
い
て
釈
道
警
出
汁
の
書
を
聚
写
し
進
呈
す
れ

ば
遂
に
受
職
を
得
。
内
中
書
・
序
班
に
原
任
せ
し
者
は
陸
図
を
得

　
て
愚
直
・
鴻
櫨
・
太
僕
重
慶
等
の
階
に
至
り
、
白
身
人
は
鴻
塔
主

　
簿
・
序
班
等
の
職
を
強
く
る
を
得
。
　
生
員
。
儒
士
・
匠
丁
・
楽

　
工
・
勲
戚
・
断
養
、
凡
そ
貨
を
高
う
す
る
者
は
皆
蚊
進
に
与
る
。

　
名
づ
け
て
伝
奉
官
と
臼
う
。
蓋
し
命
、
申
よ
り
画
で
吏
部
の
鐙
選

　
に
よ
ら
ず
、
故
に
名
づ
く
。
名
器
の
濫
此
の
時
に
瞼
ゆ
る
な
し
。

と
あ
る
。
之
に
よ
れ
ば
天
子
が
宣
宮
を
媒
介
と
し
て
天
降
り
的
に
授

着
す
る
と
云
う
伝
奉
官
の
定
義
は
云
わ
ば
形
式
的
規
定
で
あ
り
、
そ

の
実
質
的
意
義
は
寧
ろ
そ
の
前
提
と
し
て
叢
叢
奇
玩
の
如
き
一
定
の

物
貨
を
投
献
し
、
若
く
は
異
書
の
告
口
の
如
き
一
定
の
技
術
を
提
供

す
る
こ
と
に
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
か
く
の
如
く
「
賀
を
逢
う
す
る
考
」

に
対
す
る
反
対
給
付
と
し
て
伝
送
獣
畜
が
あ
る
の
で
あ
り
、
畢
寛
こ

れ
は
一
種
の
主
峯
U
売
官
で
あ
る
。
然
ら
ば
こ
の
翼
果
宮
の
性
格
は

如
何
な
る
竜
の
で
あ
り
、
ま
た
何
番
に
類
化
の
時
代
よ
り
発
生
す
る

に
至
っ
た
の
で
あ
る
か
Q
次
に
此
の
二
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と

と
す
る
。

二
　
伝
奉
官
の
性
格

　
憲
宗
実
録
二
九
　
二
巻
の
中
に
は
餌
奉
鰍
除
に
関
す
る
記
載
が
極
め

て
多
く
、
殊
に
そ
の
末
年
に
至
っ
て
は
殆
ん
ど
放
挙
に
邊
な
い
程
で

あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
大
抵
「
馬
脚
何
某
聖
旨
を
伝
温
し
某
入
を
陞
せ

て
某
官
と
為
す
。
」
と
云
う
が
如
き
一
定
の
形
式
に
よ
る
竜
の
ぞ
、

そ
の
具
体
的
方
法
を
説
明
す
る
よ
う
な
詑
事
は
殆
ん
ど
見
当
ら
な
い
。
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併
し
た
だ
一
つ
成
化
十
一
一
年
十
一
月
三
三
の
条
に
見
え
る
記
事
が
勢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

直
の
顔
綴
録
（
歴
代
小
史
巻
九
三
）
の
中
に
見
え
る
記
事
と
共
に
若
干

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

こ
れ
に
説
鴎
を
与
え
て
い
る
。
即
ち
こ
れ
に
よ
れ
ば
宣
宮
は
虚
順
門

に
お
い
て
聖
旨
を
伝
奉
し
、
之
を
褄
領
し
た
吏
部
の
宮
は
翌
臼
の
早

朝
に
お
い
て
奏
本
（
之
を
補
本
と
云
う
）
を
具
し
御
前
に
面
恥
（
之
を
補
奏

と
云
う
）
す
る
の
ぞ
あ
る
Q
但
し
中
葉
以
後
に
お
い
て
は
俵
奉
の
盛

行
し
た
反
面
、
補
奏
の
定
制
は
廃
弛
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
宮

吏
が
灘
除
さ
れ
た
場
合
に
は
通
常
「
乱
射
謝
恩
」
と
て
奉
天
門
に
お

け
る
常
朝
の
際
鴻
臆
寺
卿
が
新
馬
官
の
姓
名
員
数
を
御
前
に
宣
奏
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

新
観
官
は
午
門
外
に
お
い
て
五
二
三
叩
頭
の
礼
を
行
う
こ
と
が
あ
る

が
伝
奉
官
に
は
こ
の
こ
と
が
、
報
土
謝
恩
の
代
り
に
「
望
闘
謝
恩
」

す
る
を
許
し
た
。
か
く
の
如
く
補
奏
を
廃
し
ま
た
野
江
を
屯
し
な
い

の
は
、
要
す
る
に
債
奉
除
官
に
対
す
る
外
廷
の
清
議
を
澤
つ
た
が
た

め
に
外
な
ら
な
い
。

　
さ
て
伝
奉
官
の
性
格
…
を
捕
捉
す
る
た
め
に
は
色
女
な
角
度
よ
り
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
ま
つ
箋
録
所
載
の
事
例
を
年
次
に
配
列

し
、
各
年
毎
に
そ
の
回
数
と
人
員
を
示
せ
ば
下
蓑
の
如
く
で
あ
る
。

葺
7
一
岩
鈴
2
糞
5
4
ま
9
7
9
6
葦
8
6
2
L

　
　
3
　
　
！
　
　
　
　
］
　
　
養
1
　
　
2
遷
3
1
5
4
5
7
2
0
7
6
D
6
」

ハ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
お
さ
り
ぬ
ユ
ほ
り
ユ
ヨ

人
　
　
一
i
一
‡
　
　
｝
　
2
一

七
厘
2
2
／
9
／
3
2
2
2
2
5
6
0
5
3
4
6
8
1
1
6
6
1
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
i
　
　
　
　
一
　
　
　
　
ユ
リ
0
　
つ
り
り
躍
－
　
ら
の
1
　
0
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

園
次
、
引
馴
馴
創
四
書
捌
適
量
誓
事
測
錨
．
劉
、
㎝

　
　
順
化
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

年
護
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
此
の
蓑
に
は
極
め
て
著
し
い
一
つ
の
傾
向
が
示
さ
れ
て
い
る
。
即

ち
成
化
十
六
年
ま
ぞ
は
毎
年
の
伝
陸
多
く
屯
五
十
人
前
後
に
止
ま
っ

た
が
、
成
化
十
七
年
に
は
そ
れ
が
一
躍
百
五
十
余
事
に
増
加
し
、
爾

後
ま
す
ま
す
増
加
の
傾
向
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
此
の
点
は
後
に
述

。
ヘ
ワ
9
伝
奉
官
［
発
生
の
剛
財
政
酌
原
㎜
囚
∵
¢
彼
此
盛
運
閣
四
唾
趨
す
サ
○
－
G
こ
一
リ
ゴ
て
特

に
注
意
の
必
要
が
あ
る
。

　
次
に
伝
奉
に
よ
る
議
官
の
種
類
と
そ
の
概
数
に
つ
い
て
は
実
録
の

成
化
ご
十
一
年
二
月
己
末
、
及
び
一
一
十
三
年
十
月
丁
卯
の
条
に
見
え

る
伝
奉
富
津
汰
の
記
事
が
最
屯
包
括
的
に
之
を
示
し
．
で
い
る
が
、
こ

れ
に
よ
れ
ば

　
⑨

e
文
職
（
二
＋
一
年
二
月
己
未
）

　
太
常
寺
脚
歪
博
士
等
宮

三
穴
人
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通
政
使
制
及
太
僕
寺
卿
等
官

光
豫
寺
少
獅
及
爾
宝
卿
等
富

太
医
院
使
至
御
鷹
等
官

鴻
騰
田
田
至
序
腰
弱
官

工
部
員
外
郎
及
礼
部
司
務
等
官

欽
天
監
司
暦
薄
士
爵
至
聯
帯
天
文
生

中
書
奮
人

　
　
　
　
　
⑭

冠
帯
食
瞭
儒
士

参
議
県
丞
主
簿

　
　
計

　
　
⑫

⇔
武
職
（
一
一
＋
一
年
二
月
己
未
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
勲
戚
異
鍵
外
親
陸
授
老

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
内
官
姪
弟
家
人
陞
授
者

　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
軍
民
人
等
陞
授
者

　
為
事
罷
魁
妾
冒
瞠
鳩
者

　
三
二
二
等
乞
恩
陸
授
者

　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
捜
芸
工
匠
糧
授
者

　
　
　
計

　
一
八
人

　
一
六
人

五
二
入

一
七
九
人

　
一
九
人

六
三
人

　
二
〇
人

一
〇
八
入

各
侵
入

　
　
⑪

五
一
四
人

　
　
六
人

一
一
一
〇
人

六
六
人

　
　
一
人

　
　
九
人

二
六
〇
人

　
　
⑰

五
Ω
二
人

⑧
匠
官
（
監
尉
）

司
礼
監

倫
衣
監

　
罵
設
監

針
工
筒

　
銀
作
局

由
網
局

　
　
　
計

⑧
匠
官
（
工
部
）

（
二
＋
一
年
二
月
己
未
）

七
九
入

八
七
人

七
一
入

三
入
人

…一

O
入

　
五
人

（一

齒
¥
三
年
十
月
丁
卵
）

御
用
監

内
属
監

内
尾
染
局

兵
匠
局

量
馬
監

供
用
羅

三
七
九
人

厳
六
五
人

　
一
一
〇
人

　
九
九
人

　
　
三
人

　
　
　
一
人

一
「
　
六
〇
入

工
部
右
侍
郎
劇
鋼
及
太
僕
奪
卿
楊
通
・
順
天
府
通
判
周
牲
興
等
　
ご
一
人

営
繕
所
等
衙
門
所
正
等
官
王
貴
等
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
五
八
人

　
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
七
〇
人

㊨
僧
道
（
二
十
三
年
十
月
丁
卯
）

　
僧
録
硝
禅
師
兼
左
善
世
等
窟

　
三
吟
司
真
人
高
士
井
左
演
法
等
官

　
　
　
計

㈹
番
僧
（
二
＋
三
年
十
月
丁
卯
）

　
大
慈
恩
等
寺
法
王
仏
子
圃
師
簿
職

一
二
〇
人

一
三
三
人

二
五
三
入

四

七
人
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　刺
　麻
良人
　等
　共

墨
入
九
人

一…

齠
�
R
ハ
入

と
な
っ
て
い
る
。
即
ち
文
職
・
武
職
・
薫
習
・
僧
道
・
野
僧
に
亙
り

総
数
数
回
入
に
及
ぶ
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
殆
ん
ど
全
べ
て
は
宮
延

関
係
の
京
官
で
あ
り
、
富
民
の
外
官
に
属
す
る
者
は
極
め
て
罵
れ
で

あ
る
。
但
し
こ
れ
ら
の
伝
奇
官
は
そ
の
一
部
が
正
額
官
員
に
該
当
す

る
外
、
そ
の
他
は
尽
く
額
外
に
添
注
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
太
常

寺
・
太
医
院
。
鴻
臆
寺
。
欽
天
監
に
お
い
て
は
正
野
の
三
・
四
倍
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

僧
道
録
司
に
お
い
て
は
十
…
数
倍
と
概
算
さ
れ
る
が
、
学
識
に
よ
る
も

の
は
俸
禄
の
み
を
支
給
せ
ら
れ
て
実
職
に
は
就
か
な
い
い
わ
ゆ
る
帯

　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

俸
官
ぞ
あ
る
。
弘
治
の
語
調
・
文
升
の
上
言
に

　
議
官
の
額
一
千
二
百
余
人
。
面
擦
窟
は
乃
ち
八
百
余
人
に
至
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
内
建
に
薪
．
俸
を
支
す
る
考
九
十
一
人
。
冗
官
今
日
よ
り
甚
し
き
は

　
冠
し
。

と
あ
る
の
も
伝
奉
官
八
百
余
人
の
中
職
事
官
は
九
十
一
人
ぞ
、
そ
の

他
の
七
百
余
人
は
尽
く
帯
俸
官
ぞ
あ
る
と
の
意
で
あ
ろ
う
。
ま
た
裳

甕
弘
塗
五
素
竺
六
）
の
世
樂
下
飾
浮
に

　
官
の
弱
な
る
者
臼
に
益
乏
増
し
、
裁
革
の
詔
未
だ
乾
か
ず
し
て
添

　
註
の
立
喰
い
で
下
る
。
額
外
の
員
常
最
に
濫
れ
、
工
部
・
靴
紐

　
寺
・
光
禄
寺
。
中
書
科
び
太
医
院
の
如
き
皆
無
頼
の
淵
藪
に
七
て

　
耗
財
の
蝦
職
な
り
。

と
あ
る
竜
の
も
同
様
の
意
と
解
す
べ
く
、
更
に
二
十
二
史
翻
記
巻
三

四
油
化
寛
甥
下
中
み
力
者
授
官
之
濫
に
は
伝
動
官
【
の
こ
と
を
述
べ
　
’

　
以
上
の
諸
嘗
皆
俸
を
食
む
。
浮
れ
ど
も
審
を
治
め
ず
。

と
云
っ
て
い
る
。
即
ち
伝
奉
に
よ
る
授
官
は
前
述
の
如
く
「
賢
を
高

う
す
る
者
」
に
対
す
る
反
対
給
付
で
あ
り
｝
種
の
売
富
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
明
皮
巻
七
二
職
官
一
荒
部
に
「
帯
俸
雪
嵐
を
以
て
恩
冗
を
霧

す
」
と
あ
る
如
く
添
注
に
よ
る
帯
俸
の
形
式
を
と
り
、
表
面
上
は
天

子
の
恩
恵
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
伝
奉
官
の
塒
身
に
つ
い
て
は
款
園
雑
記
貸
料
に
乳
化
末
年
の

締入

E
を
　
「
も
し
し
職
あ
り
て
伝
難
爵
」
し
五
嘱
一
一
一
十
－
山
ハ
人
。
　
．
下
物
身
に
「
し
て
職

を
授
け
ら
れ
し
者
五
百
三
十
八
人
。
」
と
数
え
て
い
る
如
く
、
白
身

即
ち
出
身
な
き
平
民
が
圧
到
的
多
数
を
占
め
て
お
り
、
そ
の
実
況
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

成
化
十
九
年
監
察
御
史
張
稜
等
の
上
疏
に

　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
（
明
典
張
穫
伝
作
伎
y

　
此
年
以
来
末
流
賎
之
多
く
公
卿
に
至
り
屠
狗
販
糟
濫
り
に
清
要
に

　
居
る
。
一
丁
を
識
ら
ず
も
ま
た
無
職
を
授
く
る
あ
り
、
一
矢
を
鋏

　
ま
ず
し
て
冒
り
に
武
官
に
任
ず
る
あ
り
、
上
鞍
に
し
て
騒
か
に
金
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、
紫
に
登
る
者
あ
り
、
一
歳
に
し
て
官
秩
を
累
遷
す
る
者
あ
り
、
父

　
子
一
堂
に
同
坐
す
る
者
あ
り
、
兄
弟
各
署
に
分
任
す
る
者
あ
り
。

　
甚
し
き
に
至
っ
て
は
在
避
の
軍
囚
姓
名
を
改
易
し
て
冒
進
ず
る
者

　
あ
り
、
犯
賊
の
官
山
颪
罪
過
を
隠
匿
し
て
選
を
求
む
る
者
あ
り
、
　
一

　
臓
に
し
て
数
十
人
血
を
得
る
者
あ
り
、
一
碧
に
し
て
口
碑
員
帯
俸

　
す
る
者
あ
り
、
其
の
大
数
を
計
る
に
無
慮
百
千
。
況
ん
や
去
来
姦

　
計
転
写
熾
ん
に
、
見
任
事
を
視
る
者
あ
9
、
叉
親
試
に
外
溶
せ
ら

　
れ
る
者
あ
り
。
末
流
の
葵
言
う
に
論
う
可
か
ら
ず
。

と
あ
る
如
く
ぞ
あ
る
。

　
以
上
之
を
要
す
る
に
伝
奉
宮
は
憲
宗
の
即
位
当
初
よ
り
発
生
し
た

が
殊
に
成
婚
十
七
年
以
後
飛
躍
的
に
増
加
し
、
文
武
よ
り
方
技
に
豊

っ
て
概
略
数
千
人
を
算
し
た
が
、
そ
の
大
部
分
は
帯
俸
宮
で
あ
っ
て

職
事
あ
る
者
は
少
な
く
、
ま
た
そ
の
禺
身
は
大
抵
白
身
で
あ
る
。

三
　
伝
塞
官
の
発
生
に
対
す
る
政
治
的
考
察

　
か
く
の
如
く
成
書
の
時
伝
説
の
盛
行
し
た
原
因
に
つ
い
て
は
、
ま

ず
憲
｛
示
指
黒
蓋
二
一
一
七
成
化
十
八
年
五
日
〃
甲
午
の
条
に
、
左
右
の
近

習
が
各
、
、
門
戸
を
立
て
総
を
博
ん
で
勝
を
闘
わ
し
た
か
ら
で
、
太
監

梁
努
の
如
き
は
尤
竜
甚
だ
裂
く
前
後
無
慮
干
人
に
及
ん
だ
、
と
鼠
っ

て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
即
ち
内
廷
の
震
官
は
あ
ら
か
じ
め
物
貨

の
投
献
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
天
子
の
集
信
を
得
、
つ
い
で
伝

奉
授
章
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
配
下
を
増
大
し
、
か
く
し

て
そ
の
権
勢
を
拡
張
し
た
の
ぞ
あ
り
、
か
か
る
宣
官
相
互
の
権
力
闘

争
が
愚
盲
盛
行
の
原
因
と
な
っ
た
と
云
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い

て
は
ま
つ
憲
宗
の
資
質
や
そ
の
内
廷
に
お
け
る
生
活
が
如
何
な
る
も

の
で
あ
っ
た
か
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
ω
憲
宗
の
婦
璽
憲
宗
が
琴
奔
詩
心
を
好
ん
だ
こ
と
は
南
中
志
巻

ご
二
に
見
え
て
い
る
が
、
珍
玩
異
貨
を
好
ん
だ
こ
と
竜
ま
た
諸
書
に

散
見
し
て
い
る
。
例
え
ば
昭
代
典
則
巻
二
一
に
は
、
成
化
十
九
年
の

こ
と
、
上
意
を
迎
合
せ
ん
と
す
る
申
貴
が
あ
っ
て
、
　
「
宣
徳
の
聞
嘗

て
王
三
保
を
遣
わ
し
西
洋
等
の
番
に
撮
影
せ
し
め
し
に
獲
る
と
こ
ろ

の
奇
珍
異
貨
葬
無
し
。
」
と
上
駕
し
た
と
こ
ろ
、
遠
謀
の
心
大
込
に

動
き
、
命
じ
て
兵
部
に
至
っ
て
当
時
の
水
回
図
を
捜
査
せ
し
め
た
が
、

郎
中
劉
大
夏
は
そ
の
国
家
に
愚
な
き
を
慮
っ
て
先
づ
適
中
に
入
り
、

之
を
検
得
し
て
他
処
に
蔵
匿
し
た
話
を
載
せ
、
ま
た
鞍
瓦
雑
記
巻
一

五
に
は
、
成
化
二
十
一
年
の
こ
と
、
提
督
徐
州
倉
糧
物
議
誰
通
が
露

出
寺
ぞ
井
を
盤
ち
、
深
さ
数
丈
の
所
で
重
さ
三
．
筆
算
「
陸
機
造
」
の

識
丈
あ
る
二
輪
の
鋼
車
山
止
ハ
を
得
、
之
を
朝
に
進
め
た
と
こ
ろ
、
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る　憲
。　宗

　　は
　　甚
　　だ
　　喜
　　ん
　　で
　　授
　　賞
　　頗
　　る
　　多
　　か
　　つ
　　桑

　　杢
　　ス笥

　　つ
　　て
　　り

　　tp
　　の
　　で
　　あ

　
働
憲
宗
と
万
壷
妃
　
憲
宗
の
後
宮
は
帝
后
以
下
十
四
妃
と
称
さ
れ

る
が
、
就
中
最
奪
権
籠
を
檀
ま
ま
に
し
た
の
は
万
貴
妃
ぞ
あ
る
。
妃

は
山
東
青
州
愛
馬
県
の
人
、
四
歳
（
或
云
＋
四
歳
）
に
し
て
選
ば
れ
て

叢
庭
に
入
り
孫
太
后
の
侍
女
と
な
っ
た
が
、
感
通
生
誕
の
後
は
之
に

侍
し
て
塵
櫛
を
司
っ
た
。
憲
宗
よ
り
も
長
ず
る
こ
と
ナ
七
歳
、
「
議

智
に
し
て
善
く
選
ぶ
し
と
か
「
警
敏
に
し
て
善
く
迎
合
」
し
た
と
云

わ
れ
、
成
化
ご
年
皇
第
一
子
を
生
ん
だ
が
、
そ
の
期
な
ら
ず
し
て
麗

じ
た
後
は
後
宮
の
孕
む
者
あ
る
ご
と
に
薬
を
飲
ま
せ
て
傷
噂
し
た
の

で
、
退
縮
の
生
母
紀
妃
の
如
き
は
一
時
平
安
楽
堂
（
宮
人
の
病
老
罪

人
を
お
く
処
）
に
隠
れ
て
ひ
そ
か
に
牽
宗
を
生
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
る
。

妃
の
驕
慈
は
「
一
た
び
意
に
悼
え
ば
立
ち
ど
こ
ろ
に
斥
逐
し
さ
れ
る

と
云
う
程
で
あ
っ
た
が
、
憲
宗
の
鍾
愛
は
「
万
氏
豊
號
肌
あ
り
、
上

の
出
遊
す
る
毎
に
必
ず
．
戎
服
倣
窪
し
て
左
右
に
侍
立
す
。
上
之
を
顧

み
る
毎
に
蝋
ち
為
め
に
色
飛
ぶ
。
」
と
云
い
、
ま
た
急
に
討
を
以
て

聞
す
る
や
語
ら
ざ
る
こ
と
久
し
く
、
た
だ
「
黒
鍵
長
之
に
去
れ
り
。

我
亦
将
に
去
ら
ん
と
す
。
」
と
長
歎
し
た
と
云
う
に
恐
竜
よ
く
窺
わ

れ
る
。
皇
妃
の
読
は
従
来
二
字
を
定
制
と
し
た
の
で
あ
る
が
妃
に

至
っ
て
始
薯
・
れ
が
六
字
に
増
し
た
宏
金
く
こ
の
故
で
あ
勧
・

か
く
の
如
く
憲
宗
の
後
宮
に
あ
っ
て
蝋
代
の
権
寵
を
捜
ま
ま
に
し
た

万
貴
妃
は
、
ま
た
性
珍
奇
営
建
を
好
み
、
服
用
器
物
は
み
な
僻
擬
を

極
め
た
の
で
、
中
宮
の
跡
立
・
仁
恩
等
は
或
は
奇
技
淫
巧
を
作
り
、

或
は
美
珠
珍
宝
を
進
め
て
ユ
、
の
意
を
悦
ば
し
め
、
そ
の
懇
請
能
・
章

春
。
王
敬
．
郵
忠
等
は
争
う
て
名
を
採
弁
に
仮
っ
て
四
方
に
出
辞
し
、

各
．
得
る
と
こ
ろ
の
珍
異
を
献
じ
、
時
に
は
「
勅
眞
と
称
し
て
小

民
を
科
証
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
憲
宗
は
妃
の
故
を
以
て
之
を
問

　
　
　
　
　
　
　
愈

わ
な
か
っ
た
と
云
う
ρ

　
③
　
憲
宗
の
道
仏
過
信
附
房
中
の
術
　
明
の
帝
議
薫
は
元
室
の
旧
に
沿
・
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

て
嘲
嚇
教
（
紅
教
派
）
を
尊
崇
し
た
が
、
殊
に
憲
宗
は
こ
れ
を
狂
暴
し

た
の
で
、
四
番
僧
に
し
て
大
慈
恩
寺
・
大
能
仁
寺
・
大
隆
善
護
国
等

な
ど
京
師
の
諸
寺
に
来
住
す
る
考
も
多
く
，
Y
彼
等
は
常
に
櫻
輔
に
乗

り
金
吾
を
用
い
て
皇
城
に
銭
入
し
、
ユ
、
の
儀
衛
は
王
侯
に
も
過
ぎ
る

　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

も
の
が
あ
っ
た
。
ま
た
憲
宗
は
道
教
を
も
崇
信
し
、
玉
器
閣
を
宮
北

に
建
て
て
玉
響
を
奉
祀
し
、
新
に
楽
章
を
嘉
し
て
内
調
に
こ
れ
を
習

わ
し
め
た
り
金
闘
．
玉
響
真
君
を
封
じ
て
上
帝
と
な
し
、
万
華
を
遣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

わ
し
て
霊
済
宮
に
こ
れ
を
祭
っ
た
り
し
た
の
で
、
方
士
道
流
の
京
師

に
潜
入
し
差
道
邪
術
を
獣
じ
た
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
認
か
く
の
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如
き
憲
宗
の
道
仏
過
儒
は
既
に
成
化
の
初
年
よ
り
始
ま
っ
た
こ
と
ぞ

あ
る
が
、
こ
れ
が
た
め
従
来
は
大
興
隆
寺
・
朝
天
宮
な
ど
在
外
の
複

心
に
お
い
て
行
う
を
例
と
し
た
朝
廷
の
斎
醗
竜
終
に
之
を
内
府
に
ま

ぞ
持
ち
込
む
よ
う
に
な
り
、
甚
だ
し
き
は
一
月
の
中
前
後
三
回
に
及

　
　
　
　
　
　
　
⑫

ぶ
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。

　
孟
宗
は
房
中
の
術
に
深
い
関
心
を
も
つ
て
い
た
の
で
、
閣
臣
万
安

は
暴
，
，
そ
の
秘
法
を
進
上
し
、
憲
宗
の
崩
じ
た
時
に
は
そ
の
疏
が
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

俵
に
充
ち
て
い
た
と
云
う
話
ぞ
あ
る
が
、
憲
宗
が
方
量
を
好
ん
だ
原

困
も
一
つ
は
そ
こ
に
あ
っ
た
ら
し
い
。
趙
翼
の
二
十
二
史
糊
毛
巻
三

四
成
化
嘉
靖
中
三
三
三
三
三
三
に
そ
の
説
が
見
え
て
い
る
が
、
殊
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

鋼
傭
教
（
紅
教
派
）
の
如
き
は
性
交
を
四
仏
の
一
途
之
し
て
い
る
程
で
、

番
僧
が
憲
宗
の
幸
を
得
る
に
至
っ
た
秘
密
の
法
と
云
う
の
も
元
の
順

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

帯
が
若
御
…
し
た
か
の
「
演
蝶
黒
鳥
」
で
あ
ろ
う
と
云
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

演
襟
脚
法
は
外
な
ら
ぬ
房
中
の
秘
術
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
さ
て
成
化
二
十
一
年
正
月
、
刑
部
主
事
李
旦
の
上
㎜
冨
を
見
る
と

「
神
仙
仏
老
、
外
戚
女
謁
、
声
色
貨
利
、
国
技
淫
巧
、
み
な
陛
下
の

も
と
惑
溺
す
る
と
こ
ろ
に
し
て
左
冶
近
習
こ
も
ご
も
之
を
籾
誘
う
。
」

と
あ
る
か
ら
寛
官
は
叙
上
の
如
き
憲
宗
の
内
攻
的
・
頽
廃
的
資
質
を

巧
み
に
誘
導
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
次
第
に
之
を
政
治
問
題
よ
ゆ
游
離

せ
し
め
ん
と
意
図
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
問
様
の
対
策
は
万

貴
妃
に
対
し
て
も
行
わ
れ
た
の
で
、
白
化
宋
年
に
お
い
て
左
右
多
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
．

儒
任
せ
ら
れ
売
官
の
恣
横
が
殊
に
甚
だ
し
く
な
っ
た
、
と
云
う
こ
と

は
実
に
そ
の
成
功
を
物
語
る
・
も
の
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
以
上
は
物
貨
の
投
獣
や
技
術
の
提
禺
、
従
っ
て
ま
た
伝
有
官
発
生

の
原
因
を
特
に
言
託
の
政
策
的
立
揚
よ
り
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
成
化
十
七
年
以
後
飛
躍
的
に
増
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
原
因

に
つ
い
て
は
別
に
之
を
帝
室
財
政
の
消
長
と
併
せ
て
考
察
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。四

　
伝
奉
官
の
発
生
に
対
す
る
財
政
的
考
察

　
内
府
の
供
は
百
官
の
俸
、
軍
国
の
需
と
共
に
由
来
熟
計
の
最
も
大

な
る
も
の
で
あ
る
が
、
明
代
に
お
い
で
は
既
に
紙
鳶
の
頃
か
ら
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
膨
脹
の
傾
向
を
示
し
、
殊
に
成
化
の
時
代
に
入
っ
て
か
ら
は
憲
宗

及
び
万
貴
妃
の
好
貨
と
そ
の
道
仏
過
信
に
よ
る
累
次
の
斎
醗
を
基
調

と
し
て
急
激
に
繁
多
と
な
っ
て
き
た
。
就
中
そ
の
影
響
の
最
竜
著
し

か
っ
た
の
は
祭
享
・
賞
賓
・
欝
欝
。
単
管
。
膳
蓋
な
ど
を
掌
っ
て
い

る
光
禄
寺
で
、
そ
の
調
達
す
る
蕃
昌
。
繋
累
・
肥
料
な
ど
は
こ
の
頃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

か
ら
頗
る
累
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
元
来
光
禄
寺
は
原
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則
と
し
て
こ
れ
ら
の
物
貨
を
渕
“
府
◎
州
・
県
’
の
歳
弁
と
上
林
苑
監

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
進
納
に
よ
っ
て
賄
っ
て
論
米
た
の
で
あ
る
が
、
天
順
成
代
以
来
は
そ

れ
の
み
に
よ
っ
て
内
府
の
需
要
を
充
足
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

た
結
果
、
京
師
及
び
願
天
府
下
の
宛
平
。
大
興
二
県
に
お
い
て
盛
ん

に
買
弁
を
補
行
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
。
成
化
四
年
七
月
丙
戌
、
兵
科

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

左
心
事
中
陣
鍼
等
の
至
言
に

　
近
ご
ろ
光
禄
寺
、
人
を
街
坊
に
遣
わ
し
て
物
を
市
う
に
計
直
す
る

　
を
許
さ
ず
、
樂
し
て
勢
を
以
て
取
る
。
官
に
赴
き
紗
を
領
す
と
称

　
す
と
錐
も
未
だ
必
ず
し
竜
皆
は
得
ず
。
給
い
得
る
こ
と
あ
る
電
紗

　
皆
破
欄
し
て
罵
・
り
べ
か
ら
ぶ
9
。
衡
　
毒
血
個
不
堅
田
之
に
曙
週
え
ば
繊
ち
号

　
呼
号
卜
す
る
こ
と
籾
掠
の
如
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊨

と
云
い
、
成
化
五
年
十
二
月
戊
辰
、
大
学
士
彰
二
等
の
奏
言
に

　
光
禄
寺
用
い
る
と
こ
ろ
の
猪
羊
鶏
鷲
等
の
物
自
か
ら
派
弁
の
常
数

　
あ
り
。
今
買
弁
を
補
歯
し
小
人
を
学
用
す
る
に
、
・
公
に
謀
り
て
私

　
を
営
み
、
利
の
官
に
入
る
も
の
少
な
く
私
家
に
入
る
亀
の
多
し
。

　
小
津
は
利
を
営
み
て
日
を
度
る
。
一
旦
に
し
て
尽
く
奪
う
と
こ
ろ

　
と
な
ら
ば
窪
怨
何
ぞ
堪
え
ん
。
伏
し
て
望
む
ら
く
は
聖
明
倹
約
を

　
躬
行
し
、
監
置
を
滅
識
し
、
本
寺
を
し
て
宣
徳
正
照
年
の
例
を
査

　
照
し
て
供
用
を
指
図
し
、
買
弁
を
禁
止
し
、
其
の
滑
跡
衙
門
買
弁

　
の
物
を
薪
増
す
る
者
あ
れ
ば
一
体
に
禁
止
し
、
以
て
昆
困
な
蘇
シ

　
さ
ん
。

と
あ
る
の
は
共
に
そ
の
実
況
で
あ
る
。
明
史
職
官
志
光
禄
寺
の
条
に

は
、
属
…
聞
よ
り
買
弁
す
る
揚
合
の
規
定
と
し
て
時
価
の
一
割
…
増
を
以

て
し
、
そ
の
費
用
は
季
ご
と
に
天
一
財
庫
よ
り
支
給
す
る
、
と
あ
る
が
、

成
化
初
年
に
お
い
て
は
未
だ
買
弁
の
費
用
と
し
て
の
銭
紗
が
あ
ら
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

じ
め
内
庫
よ
り
支
給
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
わ
し
い
。
代
価
を
与

え
ず
し
て
強
奪
す
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
由
来
す
る

と
こ
ろ
は
内
府
の
斎
醗
…
に
あ
る
の
で
あ
り
、
　
「
内
府
に
一
次
の
修
斎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

あ
れ
ば
街
市
に
一
次
の
騒
擾
あ
り
。
」
と
云
う
の
は
之
で
あ
る
。
然

る
に
そ
の
後
こ
れ
が
内
庫
よ
り
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
見
え
、

憲
｛
示
実
録
巻
ご
〇
一
成
化
十
六
年
竃
月
面
酉
の
条
に
は

　
命
じ
て
内
庫
の
銅
銭
四
百
万
・
文
・
妙
一
百
七
十
五
万
貫
を
給
し
、

　
光
禄
寺
の
夏
季
分
に
付
し
て
口
㎜
物
を
人
買
せ
し
む
。
是
よ
9
さ
き

　
毎
季
熟
す
る
と
こ
ろ
の
銭
紗
各
五
十
万
余
、
是
に
至
っ
て
提
督
本

　
寺
太
雪
幕
鵬
其
の
数
を
減
ぜ
ん
こ
と
勧
請
う
。
・
之
に
従
え
9
。

　
　
⑬

と
あ
る
か
ら
光
禄
寺
の
買
弁
費
は
帯
化
の
中
葉
を
過
ぎ
る
頃
か
ら
山

面
の
数
倍
に
増
加
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
函
嶺
食
貨
志
採
造
の
条
に
、

寸
書
の
時
内
府
の
物
料
が
五
、
六
倍
に
な
っ
た
、
と
あ
る
の
も
こ
れ
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成化時代の伝牽官について（谷）

に
対
癒
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
熟
化
以
来
内
府
の
供
応
が

頗
る
繁
多
と
な
っ
た
反
面
に
は
内
庫
の
黒
帯
が
甚
だ
減
少
し
、
終
に

収
支
糟
償
わ
ざ
る
に
至
っ
た
が
、
こ
の
縛
赤
字
補
翼
の
た
め
に
ま
ぶ
，

充
当
さ
れ
た
も
の
が
各
署
蓮
司
及
び
提
挙
罰
の
私
塩
賊
罰
銀
で
あ
っ

た
。
明
皮
食
貨
志
禽
庫
の
条
に

　
初
め
天
下
の
府
軍
各
蓼
存
立
あ
り
。
辺
餉
…
内
に
借
支
せ
ず
、
京
師

　
外
に
収
志
せ
ず
。
類
化
の
時
巡
警
御
史
楊
澄
始
め
て
請
う
て
各
塩

　
運
言
挙
司
の
賊
罰
銀
を
発
し
て
京
庫
に
入
る
。

と
あ
る
の
が
即
ち
之
ぞ
あ
り
、
こ
の
賊
罰
銀
は
内
府
の
賊
…
罰
庫
に
入

れ
た
屯
の
と
思
う
。
賊
…
罰
銀
に
は
歳
額
が
な
く
、
従
っ
て
使
途
を
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

め
ら
れ
ず
、
地
方
財
政
の
予
備
費
的
性
質
を
焦
す
る
も
の
で
あ
る
か
．

ら
、
赤
字
財
政
の
補
填
と
し
て
ま
つ
こ
れ
が
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る

が
、
楊
澄
の
奏
請
は
実
録
に
よ
れ
ば
成
化
十
六
年
五
月
辛
丑
の
こ
と

で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
れ
よ
9
さ
き
に
も
時
と
し
て
は
帝
室
財
政
の
赤

字
が
国
家
阻
塞
地
方
財
政
に
よ
っ
て
補
窺
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
屯
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
よ
り
の
ち
は
帝
室
財
政
の
赤
字
が
国
家
財

政
に
よ
っ
て
、
ま
た
国
家
財
政
の
赤
字
が
地
方
財
政
に
よ
っ
て
落
掌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

さ
れ
る
慣
習
が
一
層
頻
繁
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
憲
宗
実
録

巻
二
一
二
成
化
十
七
年
十
一
月
戊
子
の
条
に
は

　
太
禽
の
銀
三
十
万
両
を
取
っ
て
内
連
圏
庫
に
入
れ
矯
に
論
う
。
是

　
徴
り
禽
」
き
曽
日
♪
め
h
y
、
　
五
府
・
山
ハ
部
。
都
寂
箔
院
を
し
て
各
セ
．
興
宮
銭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
穀
の
数
を
具
し
聞
せ
し
む
。
是
に
至
っ
て
叉
戸
部
に
命
じ
て
太
倉
…

　
の
銀
を
撫
せ
し
む
。
銀
凡
そ
九
十
余
万
両
。
遂
に
三
分
の
一
を
取

　
る
。
蓋
し
是
の
階
賞
賜
度
寝
や
く
広
き
放
な
り
。

と
あ
り
、
此
の
年
に
は
太
倉
の
銀
三
十
万
両
を
取
っ
て
内
庫
に
入
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

た
が
、
翌
十
八
年
十
月
に
電
同
様
四
十
万
両
を
内
庫
に
入
れ
て
い
る
。

以
上
成
化
の
特
代
に
お
け
る
帝
壼
財
政
の
消
長
を
検
討
す
る
と
、
そ

れ
一
か
成
幡
羅
よ
ハ
、
　
七
年
の
交
よ
り
愈
》
．
行
き
塑
幽
り
を
生
ゾ
し
、
　
赤
字
と

な
っ
て
来
た
こ
と
が
明
か
と
な
っ
た
が
、
伝
野
畑
が
急
激
に
増
勲
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
尊
爵
に
此
の
時
期
と
一
致
す
る
。
こ
れ
は
決
し

て
偶
然
の
こ
と
ぞ
は
あ
る
ま
い
。
憲
宗
実
録
巻
一
こ
ご
ご
成
化
十
八
年

正
月
乙
亥
の
条
に
は
、
御
用
監
太
零
点
芳
が
宝
石
寄
玩
を
進
解
し
無

頼
と
通
寄
し
て
府
庫
の
銀
数
十
万
を
盗
ん
だ
が
、
尚
足
ら
ざ
る
た
め

爾
灌
運
司
の
膨
化
十
七
年
の
学
堂
塩
五
万
引
を
盗
塁
に
賜
わ
っ
た
記

事
が
あ
る
が
、
同
様
に
訴
訟
を
進
め
淫
巧
を
作
っ
て
府
議
を
潔
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
◎

記
事
は
諸
書
に
見
え
る
の
で
、
恐
ら
く
成
化
初
年
以
来
珍
貨
の
投

献
。
技
術
の
提
供
に
対
す
る
反
対
給
付
と
し
て
庫
銀
に
よ
る
振
合
と

官
禄
に
よ
る
揚
合
と
が
あ
っ
た
が
、
成
化
十
七
年
以
来
庫
銀
が
甚
だ
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し
く
欠
亡
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
必
然
酌
に
庫
銀
よ
り
も
官
禄
に
よ

る
整
合
が
多
く
な
り
、
か
く
し
て
債
警
官
の
大
量
発
生
と
な
っ
た
亀

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
即
ち
伝
奉
官
の
発
生
は
之
を
財
政
的
に
考
察

す
れ
ば
帝
室
財
政
の
負
担
を
国
家
財
政
に
転
嫁
す
る
こ
と
に
外
な
ら

ず
、
こ
の
こ
と
は
帝
室
財
政
の
赤
字
を
国
家
財
政
に
よ
っ
て
補
填
す

る
と
云
う
当
事
の
財
敷
政
策
一
般
に
即
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

論
ず
る
ま
で
も
な
い
。

む

す

び

　
三
代
の
天
子
に
は
概
し
て
暗
愚
な
人
物
が
多
か
っ
た
が
そ
れ
は
三

智
以
後
の
こ
と
で
、
天
子
が
蒙
臣
を
召
見
せ
ず
君
臣
の
關
が
疎
隔
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
・
も
こ
の
時
か
ら
で
あ
る
。
　
一
方
重
言
監
は
政
’

治
・
軍
事
・
警
祭
な
ど
の
大
権
を
行
使
し
て
そ
の
権
勢
は
遙
か
に
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

閣
・
部
院
の
上
に
撮
た
が
、
こ
れ
ら
の
專
実
は
伝
新
宮
発
生
の
事
椿

と
も
彼
此
因
果
の
関
係
に
あ
る
。
ま
た
欽
定
続
文
献
通
考
黙
諾
〇
国

用
考
に
は
王
折
の
雷
を
引
い
て
、
正
統
の
時
天
下
の
歳
徴
は
入
三
共

に
二
百
四
＋
三
万
両
、
口
数
共
に
一
百
万
余
両
で
あ
っ
た
が
、
正
徳

よ
り
後
は
江
つ
る
こ
と
多
く
入
る
こ
と
少
な
く
、
国
用
尽
き
て
支
え

な
く
な
っ
た
、
と
云
っ
て
い
る
。
㎜
明
代
の
國
朧
菰
財
政
は
こ
れ
よ
9
さ

き
既
に
成
化
の
頃
か
ら
収
麦
の
バ
ラ
ン
ス
を
失
い
か
け
て
い
る
が
帯

室
財
政
の
膨
〃
脹
は
実
に
そ
の
著
因
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
伝
獄
官
の

発
生
は
そ
の
具
体
的
蓑
朗
で
あ
り
、
同
書
同
巻
に
は
ま
た
、
明
代
冗

食
の
員
は
工
芸
宜
に
如
く
は
激
し
、
と
も
歎
っ
て
い
る
。

①
宮
蔭
教
授
の
示
教
に
よ
る
。

②
　
吏
文
墨
輯
覧
、
命
玉
奉
燈
本
官
親
纂
滋
藤
旨
。
赦
隠
翼
翼
。
他
界
此
。

③
名
由
蔵
醸
林
記
彫
時
、
成
化
七
疏
，
冬
彰
時
の
上
雷
に
「
二
二
伝
旨
。
錐

　
命
近
轡
仮
借
。
」
と
あ
り
。
ま
た
明
通
鑑
巻
三
五
、
成
化
二
十
三
年
十
月

　
癸
巳
に
成
化
山
木
年
万
安
を
弾
劾
｝
し
た
湯
辮
が
中
官
の
伝
〕
日
な
る
竜
の
に
対

　
し
、
「
此
旨
邪
。
抑
太
監
意
耶
。
」
と
訴
つ
た
こ
と
を
載
せ
て
い
る
。

④
　
郷
暁
今
一
巻
二
。
昭
代
典
則
巻
一
二
成
化
十
九
年
十
二
月
。
古
今
治
平

　
略
巻
…
山
ハ
困
【
繭
切
錘
選
。
　
㎝
明
書
巻
山
ハ
【
二
選
螺
孚
士
ゆ
…
。
　
皇
明
従
信
録
巻
二
…
二
。

　
明
史
箕
田
〇
四
梁
芳
伝
。
岡
巻
三
〇
七
李
孜
省
伝
。
明
遜
鑑
巻
一
　
九
天
順

　
八
年
二
月
庚
子
。
同
属
三
四
成
化
十
七
年
十
月
。
明
紀
巻
一
七
天
順
八
年

　
二
月
庚
子
。
二
十
二
史
襯
記
巻
三
四
成
化
舞
靖
中
乾
霧
授
官
之
灘
。

⑤
　
…
時
二
道
官
伝
奉
縫
盛
。
左
遊
邪
術
之
人
薄
至
京
師
。
吏
部
尚
書
歩
憂

　
等
。
無
旬
研
不
運
在
順
門
候
接
三
寿
。
毎
得
ロ
凹
二
次
欝
依
例
．
干
御
前
補

　
奏
。
後
内
官
亦
自
分
講
窯
跡
塘
。
論
令
勿
憂
欝
奏
。
簸
廃
易
旧
制
荷
不
予

　
激
。

⑥
　
二
化
以
来
僧
道
守
悶
斎
醜
。
或
凶
聖
節
進
経
。
匠
人
或
囚
鋪
床
設
帳
架

　
燈
小
小
工
役
。
緻
祈
蛮
事
内
臣
為
之
乞
陞
。
繁
冗
不
勝
。
朝
延
恐
二
二
議
。

　
　
　
（
醐
の
硲
字
）

　
乃
許
望
翻
謝
。
　
不
必
報
名
．
　
止
伝
｝
票
ぶ
満
都
。
明
旦
吏
部
上
坐
三
面

　
説
。
伝
素
察
理
博
奏
、
本
以
票
進
以
本
高
科
。
延
距
末
由
与
知
。
蓋
国
忌
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成化磯代の伝幕官について（谷）

　
名
謝
恩
。
則
鴻
麗
当
廷
宜
白
。
両
伝
蘇
璽
旨
。
必
須
百
薬
補
本
。
皆
所
以

　
防
潜
偽
。
既
不
報
名
延
宣
。
蒲
卸
本
又
不
開
陳
。
何
事
似
此
。
　
旧
制
臼

　
更
。
将
来
欺
偽
鳥
能
免
哉
。

⑦
中
官
が
左
順
門
に
お
い
て
璽
旨
を
伝
蘇
す
る
事
例
は
難
山
籏
距
林
記
章

　
愁
、
皇
明
従
信
録
巻
二
三
電
化
二
＋
三
年
正
見
及
び
＋
月
の
条
に
亀
見

　
ゆ
。
な
お
左
岬
韻
賄
門
　
（
一
会
営
門
）
　
は
奉
天
川
月
　
（
一
晃
繰
㌫
門
）
　
の
雷
推
に
あ

　
り
、
秣
批
を
経
〃
た
紅
本
の
里
下
、
馬
蝉
官
〔
封
事
の
先
端
蓮
な
ど
上
下
、
京
翻
馴

　
官
封
事
の
収
進
な
ど
上
下
接
本
の
処
で
あ
っ
た
。
　
（
幽
明
夢
心
聖
母
二
三

　
内
関
凹
一
、
　
同
耶
慾
二
五
ゐ
ハ
科
、
　
晒
蝋
悶
門
九
通
政
使
司
。
　
鷹
野
…
獲
編
礁
巷
二
〇
訊
皐
奏

　
異
名
。
　
H
無
償
綴
…
巻
山
ハ
宮
察
一
四
瞬
一
　
〔
玉
光
剣
気
集
〕
参
照
。
）
。

③
明
内
廷
規
制
考
巻
二
（
難
壁
瞬
房
数
妙
第
十
集
）
。

⑨
　
動
瓢
脳
の
功
陞
、
麿
授
四
の
野
田
川
を
…
鋤
く
。

⑩
　
内
府
の
各
監
局
及
び
在
外
の
諸
寺
観
に
は
み
な
書
辮
人
員
あ
η
、
之
を

　
降
臨
と
溝
う
。
道
書
・
仏
経
及
び
詞
曲
・
小
説
を
債
録
し
、
書
成
っ
て
上

　
進
ず
れ
ば
恩
典
を
得
、
就
中
冠
帯
を
給
せ
ら
れ
糧
を
中
欝
科
に
食
む
こ
と

　
が
最
も
多
か
っ
先
。
　
（
憲
宗
実
録
巻
二
一
二
成
化
十
七
年
二
月
戊
申
及
び

　
客
由
煎
脳
巻
一
上
蓋
、
慨
化
十
七
年
二
月
参
照
）
。

⑪
　
五
百
十
殴
人
の
串
畷
百
五
十
余
人
が
実
際
に
陶
汰
さ
れ
た
が
、
そ
の
後

　
二
年
余
に
し
て
叉
頗
る
増
し
、
孝
宗
実
録
巻
閥
成
化
二
十
三
年
十
月
丁
卯

　
に
は
伝
陞
交
職
官
帯
俸
右
襯
鵡
帖
以
等
官
四
這
纒
馬
面
五
百
エ
ハ
十
四
員
と
滑
兄
ゆ
。

⑧
　
勲
戚
の
早
雪
一
、
蔽
肺
授
の
録
田
川
を
除
く
。

⑱
蕉
統
以
後
貴
妃
・
尚
主
・
滋
味
・
中
貴
の
子
弟
に
し
て
千
・
百
戸
と
な

　
η
禄
を
錦
衣
衛
唯
に
寄
せ
る
も
の
が
多
か
っ
た
．
、
　
（
春
明
夢
余
録
巻
六
β

　
錦
衣
衛
参
照
。
）
。

⑪
内
官
は
市
井
の
無
頼
を
僕
従
と
し
て
こ
れ
を
家
入
・
義
子
な
ど
と
呼

　
び
、
中
に
は
数
百
人
に
及
ぶ
者
竜
あ
っ
た
が
、
彼
等
の
寧
に
は
錦
衣
衛
の

　
百
芦
・
鎮
撫
な
ど
と
な
る
者
が
あ
っ
た
。
　
（
憲
宗
実
録
巻
一
六
七
成
化
十

　
…
嵩
登
山
隔
月
庚
戊
。
　
同
盟
ぜ
一
九
一
成
書
十
・
五
年
編
ハ
日
μ
辛
卯
。
　
昭
代
典
則
巻
一

　
七
天
顯
八
年
十
月
。
名
山
蔵
臣
子
記
王
徽
参
照
。
）
。
．

⑭
　
武
職
の
伝
奉
は
錦
衣
衛
に
関
す
る
竜
の
が
最
竜
多
く
、
陞
除
の
事
例
は

　
絞
尉
よ
り
指
揮
使
に
亘
る
が
、
殊
に
舎
人
の
錦
衣
衛
鎮
撫
と
な
る
者
は
甚

　
だ
多
か
っ
た
。
な
お
実
録
に
は
錦
衣
籍
…
の
外
、
府
軍
・
羽
林
・
金
轡
。
武

　
功
・
武
駿
・
龍
駿
・
騰
駿
・
永
溝
・
済
陽
・
戦
歴
・
会
州
・
荘
浪
。
延
平

　
な
ど
の
衛
に
馨
し
て
も
伝
世
の
人
事
が
見
え
る
が
そ
の
撒
は
甚
だ
少
な
い
。

⑭
　
監
局
の
人
厩
は
文
軍
士
副
使
・
営
繕
所
所
丞
と
な
る
外
、
翻
衣
衛
に
お

　
い
て
帯
倦
す
る
者
が
最
竜
多
く
、
時
津
は
胎
ん
ど
全
ぺ
て
錦
衣
衛
に
お
い

　
て
帯
興
し
た
と
云
っ
て
よ
い
。

⑰
こ
の
含
計
は
鷹
六
二
人
と
な
る
が
無
文
に
は
「
兵
部
奏
例
伝
寮
陞
除
者
。

　
除
野
獣
瓶
功
鰍
【
慶
授
録
用
外
「
。
捕
｝
得
五
百
黒
人
。
」
と
あ
η
、
そ
の
間
に
誤
…
腕

　
が
あ
る
も
の
と
思
う
。
今
後
春
に
従
う
。
此
の
中
存
留
す
る
者
は
ヨ
百
九

　
十
四
人
で
あ
る
。
な
お
明
史
巻
ヅ
四
月
宗
本
紀
成
化
二
十
一
年
一
一
月
己
未

　
の
条
に
は
「
放
免
伝
奉
丈
武
官
五
百
六
＋
四
人
。
」
と
あ
る
が
、
旋
化
末

　
年
に
お
け
る
伝
陞
武
官
の
実
数
は
更
に
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
憲
寒
実

　
録
巻
二
六
〇
成
化
二
十
一
年
正
月
己
丑
、
兵
部
尚
漁
碍
張
鵬
導
の
奏
言
に
、

　
成
化
元
年
以
ゐ
米
伝
牽
隣
授
の
軍
職
が
八
百
有
余
入
あ
る
こ
と
を
茸
っ
て
い

　
る
が
、
裁
園
雑
記
巻
九
に
は
、
　
「
戒
化
宋
年
…
以
星
変
修
罫
延
議
革
之
。

　
稽
其
数
。
原
有
職
伝
隊
者
黛
十
六
人
。
白
身
鼻
繋
者
五
百
三
十
八
人
、
悉

　
藁
職
。
勒
令
原
籍
聞
住
。
不
得
録
用
．
軍
職
伝
限
者
数
当
倍
覆
。
未
暇
籍
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也
．
」
と
あ
っ
て
、
　
一
千
人
以
上
の
鷺
睡
武
官
の
存
左
を
推
湖
せ
し
め
る
。

　
更
に
明
典
巻
｝
雪
降
出
軍
本
紀
成
化
工
十
澱
年
・
十
月
丁
卯
の
条
に
は
「
汰
伝

　
奉
官
。
罷
右
遁
政
妊
傑
・
侍
郎
粗
鋼
千
余
人
論
罪
戊
。
斥
輩
法
王
・
仏

　
子
・
国
師
・
莫
人
封
号
。
」
　
と
あ
る
が
、
明
会
要
巻
四
九
選
挙
堅
甲
棄
に

　
は
「
孝
如
上
即
位
。
降
顯
伝
繁
官
通
政
任
儂
・
侍
郎
綱
鋼
・
指
揮
里
離
王

　
栄
等
二
千
余
人
。
　
〔
三
編
〕
と
あ
り
、
指
揮
叢
瑛
王
栄
以
下
の
伝
離
武
官

　
が
大
凡
一
千
人
く
ら
い
春
諒
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

⑧
　
明
十
悪
続
騰
職
官
三
に
見
ゆ
る
太
常
寺
。
鴻
腕
寺
。
欽
天
獄
・
太
医
院

　
及
び
僧
道
録
司
の
該
当
官
定
額
と
の
比
較
に
よ
る
。

⑧
帯
修
官
は
久
し
き
を
経
て
正
額
官
員
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
（
憲
宗
実

　
爆
口
二
一
四
成
化
十
七
年
四
月
戊
串
参
照
。
）
。
ま
た
都
響
官
に
竜
轄
隷
が

　
瓢
潤
せ
ち
れ
る
の
で
、
正
統
十
四
年
六
千
五
百
九
十
二
儒
で
あ
っ
た
京
極
の

　
亀
隷
は
成
化
二
＋
三
年
に
は
七
千
三
百
四
＋
二
名
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
ら

　
は
大
抵
成
化
南
不
図
に
お
け
る
伝
奉
新
陸
の
額
外
回
冨
多
き
た
め
で
あ
っ
た
。

　
（
憲
宗
実
録
巻
軸
〇
六
成
化
十
六
年
八
月
甲
戌
。
嗣
巻
眼
軸
〇
成
化
十
八

　
年
八
月
己
未
。
岡
巻
二
五
四
成
化
二
十
年
七
月
壬
寅
。
羅
拝
二
九
〇
成
化

　
二
十
三
年
五
月
丙
寅
［
。
）
　
な
お
京
賞
μ
の
臨
調
隷
は
僻
畿
内
八
姫
及
び
田
東
・
出

　
西
。
河
齋
…
黛
搬
W
政
潤
》
下
の
報
川
県
よ
り
命
加
派
し
、
南
京
官
の
揚
合
は
南
畿
の

　
州
県
よ
P
曝
す
の
で
あ
る
。
　
（
憲
宗
実
録
二
二
…
隣
成
化
十
七
年
隣
耳
丁

　
未
。
寂
園
雑
記
慧
五
参
照
。
）
。

⑳
螂
暁
今
冒
巻
嵩
（
紀
蟹
隈
編
巻
一
職
五
）
。

⑳
　
今
書
類
編
上
建
官
門
職
任
（
勝
朝
遣
事
巻
三
）
に
は
五
十
一
人
に
作
る
。

⑳
知
不
足
斎
叢
誉
第
十
五
集
所
収
。

⑳
　
憲
宗
実
録
巻
二
四
七
成
化
十
九
礁
、
十
二
月
甲
申
。

⑳
　
以
上
万
臨
凪
紀
に
つ
い
て
は
購
典
巻
一
一
三
后
一
門
伝
。
大
政
嬢
…
要
巻
三
三

　
命
夙
化
二
十
三
年
一
型
月
。
　
㎜
鴫
爪
代
丁
丁
川
漁
魯
一
瞬
諾
成
ル
鴇
㎜
回
年
八
月
ゆ
　
由
唱
曲
鱒
従
儒
…
鳳
隙

　
巻
二
三
成
化
二
十
三
年
正
邦
。
明
紀
巻
一
八
磁
化
六
年
六
月
。
酌
中
憲
巻

　
一
山
ハ
内
由
肘
衙
悶
U
繰
脳
堂
蝉
。
　
購
門
田
締
…
巻
｛
二
孝
慶
獄
門
響
、
　
一
門
縫
響
二
公
鵡
暗
闇
妃
、
　
憎
入

　
獄
生
愚
不
周
、
万
貴
妃
、
列
朝
貴
妃
姓
氏
。
同
補
遺
巻
一
万
妃
無
二
、
妃

　
識
。

⑳
　
昭
代
典
則
巻
二
一
成
化
二
十
一
年
九
刃
。
明
鵜
巻
一
八
成
化
二
年
十
二

　
月
、
岡
巻
二
〇
二
化
二
＋
一
年
一
一
月
。
明
通
上
巻
三
蟹
隈
化
二
＋
一
年
三

　
月
庚
子
。

　
　
な
お
｝
方
で
は
宝
石
や
奇
玩
を
監
局
の
中
官
に
託
し
て
進
織
し
た
者

　
が
、
或
は
官
職
を
得
、
或
は
暴
利
を
得
た
の
で
、
諸
人
の
う
ち
に
は
俄
か

　
に
冨
貴
と
な
る
者
竜
現
れ
、
殊
に
宝
石
珍
珠
の
類
を
販
売
す
る
家
（
騰
宗

　
願
等
数
家
）
で
は
鉦
富
を
致
し
、
屋
舎
・
服
飾
・
溝
食
の
望
み
な
登
を
つ

　
く
し
、
京
蛾
内
外
q
の
風
瓜
愉
は
之
に
倣
っ
て
修
脈
を
拙
細
う
た
。
麻
縄
の
進
士

　
燦
‡
叉
祥
の
封
事
に
も
「
堕
民
、
早
出
燗
の
居
を
借
し
、
｛
冨
霊
、
公
侯
の
服
に

　
擬
す
。
奇
警
淫
巧
、
上
下
流
を
同
じ
く
す
。
」
と
豫
っ
て
い
る
。
（
憲
宗
実

　
録
巻
九
九
成
化
七
年
十
二
月
辛
巳
及
び
己
丑
。
詞
．
巻
二
四
八
磁
化
二
十
年
・

　
疋
月
丙
辰
。
昭
代
典
蟻
巻
…
八
、
旗
化
六
年
十
月
。
名
爵
蔵
巻
一
五
典
誤

　
記
。
愈
州
皮
料
穂
陥
凹
一
二
中
官
考
二
。
明
通
鑑
巻
三
五
成
化
二
十
三
年

　
十
月
参
照
。
）
。

⑳
　
佐
藤
鶯
長
氏
「
閣
〃
の
細
馴
延
に
於
け
る
西
蔵
劇
誹
嚇
新
一
徒
の
問
題
」
　
（
史
林
二

　
四
巻
二
号
）
。

⑳
　
　
憲
塵
示
齢
天
録
巻
二
山
ハ
○
成
化
二
十
一
島
牛
一
鞭
月
此
中
。
　
…
囚
み
に
番
甲
州
の
幽
愚
師

　
に
来
住
す
る
者
は
宣
徳
の
末
年
既
に
千
余
人
に
上
っ
た
が
、
彼
緯
は
正
統
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の
初
年
多
く
本
処
に
遭
回
さ
れ
た
。
　
（
野
獲
編
巻
二
七
繕
道
異
恩
参
照
。
）
。

⑳
　
憲
宗
実
録
巻
五
八
成
化
暇
年
九
月
己
巳
。
な
お
番
僧
に
は
元
の
時
西
天
r

　
仏
子
・
大
国
師
以
下
の
尊
夢
が
あ
っ
た
が
、
明
の
時
に
は
こ
れ
に
火
慈
法

　
王
を
加
［
え
て
一
挙
上
に
お
琶
、
法
王
は
蜜
た
誼
ち
に
「
仏
」
と
さ
え
呼
ば
れ

　
る
に
至
っ
た
、
　
（
野
鼠
編
巻
二
七
僧
賢
覧
恩
、
嗣
補
遺
巻
四
二
馬
鎧
滲
参

　
照
。
）
。

　
　
ま
た
大
圏
師
以
上
に
は
金
印
が
給
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
元
来
金
印

　
は
国
宝
の
外
親
王
。
番
王
に
…
用
い
た
亀
の
で
、
二
品
以
上
の
衙
門
が
凸
型
、

　
黛
品
の
衙
門
は
銅
印
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
て
も
濫
時
番
僧
が
い
か
に

殊
遇
を
受
け
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
（
憲
宗
実
録
巻
二
六

　
〇
豊
艶
二
十
副
年
正
二
巴
丑
。
濫
獲
編
補
単
巻
暇
印
章
．
弁
素
馨
料
呼
集

　
巻
三
八
筆
詑
下
用
印
之
等
。
口
下
旧
爾
巻
一
五
誠
霜
甲
六
北
城
下
〔
春
心
夢

　
余
録
〕
参
照
。
）
。

⑳
　
明
代
に
お
い
て
道
教
が
最
竜
盛
ん
に
行
わ
れ
た
の
は
鋸
塘
の
時
で
あ
り
、

　
成
化
の
時
は
寧
ろ
そ
の
灘
…
腸
と
竜
云
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
　
（
野
獲
編

　
巻
二
七
楽
工
道
士
之
横
参
照
。
）
。

⑳
明
史
巻
一
六
八
万
安
伝
。
憲
崇
実
録
巻
一
五
六
成
化
＋
二
年
八
H
乙
術
。

　
明
紀
巻
～
九
閥
年
固
月
。

⑳
憲
宗
実
録
養
五
九
成
化
＋
二
年
＋
一
月
癸
抑
。
嗣
巻
二
六
〇
黒
化
二

、
＋
一
年
正
B
己
丑
。
大
政
纂
要
巻
三
説
、
成
化
野
＋
一
年
二
月
。

⑳
憲
宗
実
録
巻
蓋
○
鴻
化
＋
二
年
二
月
己
亥
。
岡
塗
五
六
成
免
＋
二

　
年
八
月
乙
酉
。

⑱
昭
代
典
刷
巻
二
一
成
化
二
＋
三
年
＋
…
月
。

⑳
　
辞
源
「
演
携
蝿
法
」
．

⑳
整
磁
編
補
遺
巻
四
舗
巴
墜
参
。

⑳
　
庚
串
外
史
軍
正
＋
三
年
の
条
参
照
、

⑳
明
紀
巻
二
〇
．

⑮
　
憲
宗
実
録
巻
一
一
七
七
成
果
二
十
二
年
四
月
豪
球
、
な
お
昭
代
典
則
五
二

　
…
成
化
二
十
黛
年
正
月
の
条
に
は
寅
官
が
威
福
を
嬢
ま
ま
に
し
兵
を
弄
び

　
禍
を
繊
…
え
た
の
は
万
貴
妃
が
之
を
・
薫
っ
た
の
で
あ
る
、
と
貴
っ
て
い
る
。

⑳
　
慈
善
続
文
献
選
考
巻
三
〇
躍
常
費
。

⑩
　
細
門
口
は
桜
唇
脇
の
…
醐
に
毎
歳
．
庶
、
四
万
で
あ
っ
た
・
も
の
が
理
化
二
年
に
は

　
十
・
山
ハ
、
　
七
万
と
な
り
　
（
憲
宗
実
録
二
三
瞬
成
肥
二
年
九
月
乙
甲
）
、
　
果
財
照
・

　
工
料
は
成
化
元
年
に
一
百
二
十
六
万
八
干
二
百
余
斤
」
と
な
っ
た
が
、
こ
れ

　
は
旧
額
よ
り
約
四
分
の
一
を
棚
晒
し
た
亀
の
で
あ
っ
た
。
　
（
憲
宗
繭
笑
録
巻
二

　
天
順
八
年
二
月
壬
子
）
。

⑭
　
明
史
巻
七
四
職
官
三
光
禄
寺
。
憲
宗
実
録
巻
二
天
順
八
年
二
月
差
子
。

　
闘
ド
巻
五
山
ハ
成
ル
惚
四
年
七
B
月
一
内
灘
。

⑫
憲
宗
実
録
巻
五
六
。

⑪
　
憲
宗
実
録
巻
七
瞬
。

⑭
　
　
留
網
｛
氷
実
録
巻
五
山
ハ
成
・
化
照
年
七
月
丙
戌
、
　
「
丘
ハ
科
三
二
事
中
肉
陣
絨
・
等

　
奏
。
…
…
状
豊
陛
下
愈
京
師
根
本
之
地
。
欄
廊
厩
負
販
之
難
。
自
今
上
供

　
之
数
。
務
従
節
約
。
藻
琴
供
応
二
人
。
不
許
侵
漁
。
両
脇
光
禄
寺
。
毎
季

　
内
府
預
交
銅
銭
平
銀
。
収
混
在
寺
。
遇
有
市
買
。
差
昏
署
公
正
官
亥
領
。

　
旗
人
依
時
佑
価
警
固
交
易
。
如
麿
三
下
強
奪
。
影
画
城
御
史
訪
察
治
罪
。

　
疏
入
。
　
上
翻
其
言
。
　
命
戸
部
議
行
。
　
戸
部
以
銀
両
図
譜
所
需
。
　
差
脚
軽

　
動
。
権
銭
妙
並
行
。
祖
宗
定
法
。
訪
二
者
兼
用
。
僧
荒
蕪
難
中
御
史
餐
一

　
人
。
監
鷺
信
計
。
撚
数
闘
給
。
如
有
箭
弊
。
　
一
治
憲
法
。
従
之
。
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⑯
　
過
湿
実
録
巻
九
九
成
化
七
年
十
二
月
庚
午
、
大
挙
士
彫
時
弊
上
欝
、

⑯
　
こ
れ
よ
η
さ
毯
成
化
十
四
年
八
月
庚
子
、
山
ハ
科
給
華
中
海
門
の
上
掛
に

　
よ
れ
ば
、
近
ご
ろ
光
禄
寺
の
略
貝
田
矧
を
増
【
派
…
し
、
み
八
約
一
十
申
に
銭
｛
エ
ー
ー
四
百

　
万
交
・
紗
一
i
…
一
酉
万
俳
聖
を
争
い
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
歎
っ
て
い
る
。

　
（
晶
博
引
ホ
惣
大
楽
巻
一
八
　
一
参
昭
｛
。
〉
。

⑰
　
宮
麟
薪
嚇
授
の
示
教
に
よ
る
．

⑱
　
明
史
巻
七
九
食
貨
鷺
倉
庫
参
照
。

＠
　
明
史
巻
～
四
憲
宗
本
紀
「
成
化
十
七
年
二
月
壬
戌
。
鞍
天
下
庫
蔵
出
納

　
之
撒
。

⑭
　
憲
宗
実
録
巻
二
三
三
成
化
十
八
年
十
月
甲
内
子
「
鼠
取
太
倉
折
釈
銀
四
十

．
万
両
。
薄
野
衙
門
喪
任
官
巴
隷
上
価
銀
三
千
四
胃
四
十
余
勢
。
入
承
運
鷹

　
供
用
。
」

　
　
な
お
．
阪
ル
一
十
山
師
年
一
止
月
に
は
太
倉
の
見
貼
出
銀
が
三
山
一
一
｝
八
一
に
剥
げ
挿
な

　
か
っ
た
（
憲
宗
実
録
巻
一
九
九
王
化
＋
六
年
正
月
屋
域
）
。

⑳
　
明
逓
鑑
巻
三
五
成
化
二
十
一
年
三
月
庚
子
。
昭
代
典
劉
巻
二
一
成
化
二

　
十
一
年
九
月
。
孟
整
守
渓
筆
詑
（
紀
録
魏
編
巻
一
二
餌
）
。

㊥
「
東
洋
史
研
究
」
第
＋
三
巻
第
三
号
拙
下
上
に
発
表
し
た
拙
稿
「
成
化
時

　
代
に
臨
け
る
司
礼
監
の
地
位
」
参
照
。

〔
附
記
〕
本
稿
成
る
に
及
ん
で
佐
伯
助
教
授
に
は
特
に
繁
務
を
割
い
て
校
閲

の
労
を
執
ら
れ
た
。
戴
に
噛
し
て
深
甚
な
る
謝
意
を
表
す
る
。

　
　
　
　
　
会
　
　
　
報

愛
学
研
究
会
六
月
、
，
七
月
例
会
及
び
大
会
の
予
定
は
次
の
通
り
で
す
。
御

参
会
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　
一
、
穴
月
例
会

　
日
時
　
六
月
四
日
（
土
）
午
後
一
時
場
所
京
都
大
学
交
底
部
第
八
教
室

　
講
師
並
に
演
題

　
　
惣
庄
翻
の
歴
史
的
意
嚢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
細
　
善
人
氏

　
　
地
方
都
市
と
農
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
辺
　
久
雄
氏

　
　
楽
浪
郡
時
代
に
お
け
る
朝
鮮
土
着
文
化
　
　
　
　
　
麿
光
　
教
一
氏

　
｛
、
七
月
七
二
例
会

　
臼
時
　
七
月
二
臼
（
土
）
午
前
十
時
場
所
京
都
大
学
文
学
部
第
一
教
整

　
講
師
並
に
演
題

　
　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
時
代
区
分
及
び
地
域
、
区
分
の
問
題
」

　
　
午
前
の
部

　
日
本
史
の
時
代
区
分
　
　
　
　
井
ケ
田
良
治
氏
　
　
前
田
　
…
良
疑

　
考
古
学
の
時
代
区
分
　
　
　
　
角
田
　
文
衛
氏

　
　
午
後
の
部

　
西
洋
史
の
時
代
区
分
　
　
　
　
瀬
原
　
義
生
氏
　
　
前
川
貞
次
郎
氏

　
地
理
学
の
地
域
区
分
　
　
　
　
藤
岡
謙
二
郎
氏

　
東
洋
史
の
時
代
区
分
　
　
　
　
池
田
　
　
熱
海
　
　
内
藤
戊
申
氏

　
　
（
討
論
依
頼
）
　
宮
川
　
　
満
氏
（
日
本
更
）
会
田
　
雄
次
氏
（
西

　
　
　
　
　
　
　
洋
史
）
水
津
　
一
朗
氏
（
地
理
掌
）
里
井
彦
七
郎
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
洋
史
）
澄
田
　
正
一
氏
（
考
古
掌
・
交
渉
中
）

【
、
秋
叢
大
会

昨
年
同
様
十
一
月
一
日
（
火
）
見
学
、
二
臼
（
水
）
工
学
研
究
会
大
会

L
及
び
総
会
、
三
臼
（
祭
）
読
史
会
、
東
洋
史
談
話
会
、
西
洋
史
談
話
会
、

各
大
会
を
行
・
う
予
定
で
あ
り
ま
す
。
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coinと乙ge．　AlthoHgh　the　currency　policアw託もs　the　mosもcomplicともted　poli一

£ical　problem　at£he　Kyoho　Reform（享保改革），　details　of　it　are　st｛II

unknown　becttuse　of　the　bv．cl〈wardness　on　the　side　of　the　reset－trch　of

Japanese　coinage　history　in　geneya｝．　At　tiny　rttte　the　continuous　and

strong　Po／icy　a　t　Shotoku（正徳）and　Kアoho　periods　to　replace　with　good

cohnage　the　b磁。・・e　ifisuea｝？vt　Genroku　a　nd　Hoei（宝永）periods　resul－

ted　in　niteny　socitvl　troubles．　At　the　Genbun　period，　i．　e．　the　lrttter　hv，　lf

of　the　Kyoho　Reform，　the　policy　tibovel　was　changed，　and　gold　and

silver　coins　of　bad　gtia／ity　came　to　be・minted．　This　easstiy　on　the　re－a

in：Lnting　of　coipage　at’　the　Genbun　period　is　ineant　to　be　a　contributioi｝

to　the　research　of　coint・｝，c，・re　problems　at　the　1〈lyoho　1〈eform．　As　the

research　of　this　fie！d　is　sti！／　very　bx，．ckwttrcl　in　general，　the　author　hae．，

tried　to　describe．　the　facts　as．closely　as　possible　and　left　the　interprettt－

tion　of　the　relation　between　the　coinage　and　Llie　prices　at　the　period，

’the　importance　of　this　refonn　iii　the　deve！opment　of　money　economy　eic．

for　his　fux‘ther　stiidy．

Ch‘uan　f6ng　kua1｝　（傳奉宮）　of　the　C‘heng　hua　（成｛・ヒ）　1）eriod

by

Mitsuta！〈a　Tani

　　In　the　successive　dyiittsties　of　China，　there　were　only　too　many’　cases

of　se／ling　offices．which　httd　various　significances　in　hisLtovy．　ln　・Ilou－

ha1〕．（後漢）　dynasty，　at　丘rst　L｛D9－ti（難雫菅）　sold　o銀ces　t’Ct　va工iotls　pr｛ces

and　stored　the　incolne　in　a　trettsurehouse　built　ill　H：si　y｛襲もa　（西園）．　工ll

T‘猛ng（唐）　dアnasty，、Vei－hou（章后）and　others　traded　o飯ces　and　were

tヌtled　Hsieh－f6ng－kuan　（余1｝封窟つ　under　Chung－tsun9　（申宗）．工n　pEしrallel

with　these　examples　there　was　Ch‘uan　f6ユ｝g　kuan（伝奉宮）in　Ming（開）

dynasty．　This　o預ce　c乙もme　iユ）to　being　at　the　Ch‘e録g　I｝u批　（成化）　per｛od，

and　i，s　said　to　have　been　the　niost　active　at　that　period．　Thus　this　essay

is，　to　investisrate　the　chart・tcteristics　of　the　office　of　this　period　a・nd　to

speculate　upon　the　ct・｝．use　of　its　generation．
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